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は じ め に

市民一人ひとりが食を通じて幸せになれるまち

「食」は、生きていくうえで最も欠かすことのできないものの
一つであり、健全な食習慣を身につけ、家族や友人と共に楽しく
食事をすることは、健康な体や豊かな心を育むとともに人々に幸
せをもたらします。
しかしながら、近年では、ライフスタイルの多様化や核家族の
増加などにより、食生活の乱れや孤食の増加、伝統的な食文化の
喪失、食の安全性や食品ロスなど、食に関する様々な課題に直面しています。また、
SDGs の達成には食に関する課題への取組みが求められています。
西尾市では平成29年３月に「第３次西尾市食育推進計画」を策定し、市民一人ひとり
が健全な食生活を身につけ、生き生きと暮らせるように、家庭をスタートとし、地域、学
校、職場などあらゆる場面に食育を広げ、人と人とのつながりを大切にした食育を推進し
てきました。
また、西尾市は、豊富な地域食材を有したまちで、おいしい食べ物がたくさんありま
す。抹茶やウナギは全国有数の生産量を誇り、地域ブランドとして確立されているほか、
米・麦のほか豚肉、イチゴやキュウリなどの農畜産物が生産され、のり、アサリをはじめ
とする多種にわたる魚介類が水揚げされるなど、これらを活かした西尾市ならではの食育
を実施してきました。
この度、前計画が終了することから、さらなる食育を推進していくために、「第４次西
尾市食育推進計画」を策定しました。市民の皆さんが食を通じて幸せになれるまち、「住
んでよかった」「住み続けたい」と思えるまち、夢や希望の持てるワクワクするまちをめ
ざし、さらなる食育の推進に取り組んでいきます。

 令和４年３月　西尾市長　中村　健
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ぼくたちは西尾市食育キャラクターです！
一緒に食育をしよう！

●ハートン
何でも食べる
素直で力持ち
お肉、牛乳、うな重が好き
将来の夢はウルトラマン
風邪をひかない

●ダイヤン
ごはんが好き
運動会でヒーローになりたい
いつも体がポカポカ
ひょうきんで足が速い
逃げ足も速い

●みつばちゃん
算数が得意
いつもやさしい
抹茶といちごケーキが好き
いもむしが苦手

肉・魚・牛乳など、たん
ぱく質やカルシウムの供
給源となる赤の食品は、
筋肉や骨など、体を作る
もとになるよ

野菜や果物など、食物繊
維やビタミンを多く含む
緑の食品は、体の調子を
ととのえて、病気になり
にくくするよ

ご飯、パンなど、炭水化
物の供給源となる黄の食
品は、運動するためのエ
ネルギーや熱になるよ

運動会でヒーローになりたい

抹茶といちごケーキが好き

赤・黄・緑　バランスよく食べようね



1 第１章　計画の策定にあたって 第１章　計画の策定にあたって

1　めざす姿

第１章　計画の策定にあたって

食でつなぐ幸せなまち
めざす姿

本計画では、市民一人ひとりが、食に対する
正しい知識と判断力をもち、健全な食生活を
生涯にわたって実践できる力を身につけ、誰
もが健康で幸せに過ごせる未来をめざします。



第１章　計画の策定にあたって 第１章　計画の策定にあたって 2

（1）食育推進の動向
① 食育をめぐる社会動向

「食」は、私たちが心身ともに健康でいきいきとした生活を送るために、欠かすことができ
ない大切なものです。また、望ましい食生活を実践し、おいしく楽しく食べることは、生活に
喜びや幸せを与え、人生を豊かなものにしてくれます。
しかし、近年、社会環境がめまぐるしく変わる中、個々のライフスタイルや価値観が多様化
し、食生活を取り巻く環境も変化しています。朝食欠食などの不規則な食生活や、栄養の偏り
に起因する生活習慣病の増加、飽食による食物の廃棄、食品の安全性の問題、伝統的食文化が
失われる危機等が私たちの食生活に大きな影響を与えています。また、令和２年からの新型コ
ロナウイルス感染症の流行により、食生活においても新しい生活様式が求められています。

② 国の動向
国は令和３年３月に「第４次食育推進基本計
画」を策定し、生涯を通じた心身の健康を支え
る食育、持続可能な食を支える食育の推進、
「新たな日常」や社会のデジタル化に対応した
食育の推進を重点事項とし、食育に関する施策
を総合的かつ計画的に推進しています。

③ 県の動向
愛知県は、令和３年３月に「あいち食育いきいきプラン2025（第４次愛知県食育推進計
画）」を策定しました。この計画では「食を通じて健康な体をつくる取組」「食を通じて豊かな
心を育む取組」「食を通じて環境に優しい暮らしを築く取組」「食育を支える取組」の４つの取
組を推進することで「食育の実践による健康で活力ある社会の実現」を目指しています。

2　計画策定の背景

第１章　計画の策定にあたって

〈国民の健康の視点〉
生涯を通じた

心身の健康を支える
食育の推進

〈横断的な視点〉
「新たな日常」や
デジタル化に対応した

食育の推進

〈社会・環境・文化の視点〉
持続可能な
食を支える
食育の推進

連
携

食育の実践による健康で活力ある社会の実現

食育を支える取組

食を通じて豊かな心を育む取組 食を通じて環境に優しい暮らしを築く取組食を通じて健康な体をつくる取組
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食育基本法第18条第１項に基づく市町村食育推進計画として位置づけます。また、食育を総合
的に推進していくために、「西尾市総合計画」及び関連計画との整合性を保ちます。

この計画の期間は、令和４年度から令和８年度の５年間とします。ただし、社会情勢の変化や計
画の進捗状況などに応じて、必要と判断した場合に計画の見直しを行います。

3　計画の位置づけ

4　計画の期間

西尾市総合計画第４次
食育推進基本計画

第４次愛知県
食育推進計画

西尾市
国

県

食 育 基 本 法

・健康にしお21計画
・西尾市環境基本計画
・西尾市一般廃棄物処理基本計画
・西尾市障害者福祉計画
・西尾市高齢者福祉計画
・西尾市地域福祉計画　　　など

第
4
次
西
尾
市
食
育
推
進
計
画

年　度 令和８
（2026）

令和７
（2025）

令和６
（2024）

令和５
（2023）

令和３
（2021）

令和４
（2022）

令和２
（2020）

令和元
（2019）

平成30
（2018）

平成29
（2017）

平成28
（2016）

西尾市 第３次西尾市食育推進計画 第４次西尾市食育推進計画

国

愛知県

第３次食育推進基本計画 第４次食育推進基本計画

あいち食育いきいきプラン2020
（第３次愛知県食育推進計画）

あいち食育いきいきプラン2025
（第４次愛知県食育推進計画）
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第２章　西尾市の現状と課題

（1）人口の推移
総人口は、令和３年（2021年）に171,173人となっており、平成31年（2019年）をピークに
減少傾向となっています。年齢３区分別でみると65歳以上の人口が増加しており、高齢化が進ん
でいることがわかります。

1　統計指標からみる西尾市の現状

0

50,000

100,000

150,000

200,000
（人）

25,045 24,957 24,919 24,762 24,638 24,629 24,599 24,410 24,110 23,805

108,774 107,612 106,443 105,574 105,441 105,335 105,042 105,094 104,675 103,643

35,754 37,200 38,528 39,774 40,790 41,582 42,258 42,920 43,329 43,725

169,573 169,769 169,890 170,110 170,869 171,546 171,899 172,424 172,114 171,173

平成24年
(2012年)

平成25年
(2013年)

平成26年
(2014年)

平成27年
(2015年)

平成28年
(2016年)

平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

平成31年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

■ 65歳以上　■ 15～64歳　■ 0～14歳

資料：市民課（各年４月１日）

図表１　年齢３区分別人口の推移
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（2）世帯の状況
世帯数は、令和３年（2021年）に66,132世帯となっており、平成24年（2012年）より8,636
世帯増加しています。一方で、世帯あたりの人員数は減少しており、令和３年（2021年）で2.59
人となっています。
令和２年現在の世帯あたりの人員数は、全国、愛知県と比較すると上回っています。

57,496 58,379 59,233 60,108 61,488 62,670 63,654 65,046 65,799
66,132

2.95 2.91 2.87 2.83 2.78 2.74 2.70 2.65 2.62 2.59

2.44 2.40 2.36 2.31 2.29

2.32 2.28 2.23 2.19 2.17

1.00

1.40

1.80

2.20

2.60

3.00

50,000

55,000

60,000

65,000

70,000

■ 世帯数（西尾市） 世帯あたり人員数（西尾市） 世帯あたり人員数（愛知県） 世帯あたり人員数（全国）

（世帯） （人）

平成24年
(2012年)

平成25年
(2013年)

平成26年
(2014年)

平成27年
(2015年)

平成28年
(2016年)

平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

平成31年
(2019年)

令和２年
(2020年)

令和３年
(2021年)

資料：西尾の統計（各年４月１日）
資料：総務省自治行政局住民制度課「住民基本台帳に基づく人口、人口動態及び世帯数」（全国、愛知県）

（平成27年以降は１月１日現在、平成25年は３月31日現在）

56.1

56.9

55.7

25.2

33.4

34.5

18.8

9.7

9.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

西尾市

愛知県

全　国

■ 核家族世帯　■ 単独世帯　■ その他の世帯

資料：国勢調査（平成27年（2015年））

図表２　世帯数及び世帯あたり人員数の推移

図表３　世帯種別割合

世帯種別についてみると、単独世帯が25.2％となっており、国や県と比べて低くなっています。
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9.8

8.8

7.7

6.2

5.7

47.2

45.5

44.6

43.5

44.0

42.9

45.5

47.0

47.9

48.1

0.1

0.2

0.7

2.4

2.2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

平成７年
（1995年）

平成27年
（2015年）

平成22年
（2010年）

平成17年
（2005年）

平成12年
（2000年）

■ 第１次産業　■ 第２次産業　■ 第３次産業　■ 分類不能

資料：国勢調査

504 521 351 443

638 517 433 253

2,830

1,756
1,324

891

1,716

2,184

2,325
2,363

5,688

4,978

4,433
3,950

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
（戸）

平成27年
（2015年）

平成12年
（2000年）

平成17年
（2005年）

平成22年
（2010年）

■ 自給的農家
■ 第２種兼業農家 ※２
■ 第１種兼業農家 ※１
■ 専業農家
※１　第１種兼業農家：農業所得の方が
　　　兼業所得よりも多い兼業農家
※２　第２種兼業農家：兼業所得の方が
　　　農業所得よりも多い兼業農家

資料：農業センサス

（3）産業別就業者
産業別就業者数の推移についてみると、第１次及び第２次産業が減少し、第３次産業が増加して
いる状況となっています。

（4）農業の状況
農家戸数の推移についてみると、平成27年（2015年）では3,950戸となっており、平成12年

（2000年）より1,738戸減少しています。農家種別でみると、第２種兼業農家が最も減少してい
る状況となっています。

図表５　農家戸数の推移

図表４　産業別就業者数の推移
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1,970 1,960 1,960 1,920 1,910 1,900 1,890 1,890 1,880

1,300 1,290

1,310 1,330

1,310 1,290 1,250 1,280 1,290

1,330 1,330

1,280 1,300

1,310 1,320 1,290 1,320 1,310

1,000

1,200

1,400

1,600

1,800

2,000

2,200
（ha） 水稲 小麦 大豆

平成24年
(2012年)

平成25年
(2013年)

平成26年
(2014年)

平成27年
(2015年)

平成28年
(2016年)

平成29年
(2017年)

平成30年
(2018年)

平成31年
(2019年)

令和２年
(2020年)

資料：東海農林推進統計年報

1,085 1,115 1,115 1,064 984

572 543 545 528
372

19 18 19 20

16

1,676 1,676 1,679 1,612

1,372

0

500

1,000

1,500

2,000
（千万円）

平成27年
（2015年）

■ 加工農産物　■ 畜産　■ 耕種

平成28年
（2016年）

平成29年
（2017年）

平成30年
（2018年）

令和元年
（2019年）

資料：市町村別農業産出額（推計）

図表６　作付面積の推移

図表７　農業産出額の推移

作付面積の推移についてみると、水稲の作付面積はゆるやかに減少しており、小麦・大豆の作付
面積は横ばいの状況となっています。

農業産出額の推移についてみると、令和元年（2019年）は台風による大きな農産物被害が発生
したこともあり、137億２千万円と低くなっており、平成27年（2015年）より30億４千万円減
少しています。
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西尾市特産物マップ

●まーちゃ

西尾市観光協会のキャラ
クター。特産品の抹茶をは
じめ西尾市を PR している
よ。

市役所

●まんてん君

一色うなぎ漁業協同組合
のキャラクター。「まん」
は「鰻」、「てん」は「天に
ものぼるうなぎのぼり」か
らきているよ。

西尾市は特産物が
豊富なのが特徴だよ

僕たちのほかにも
西尾市の特産物を PRしている
キャラクターがいるよ

西尾市の特産物を PRしている
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（1）食生活等に関するアンケートの実施概要
「第３次西尾市食育推進計画」では、食育推進の達成状況を評価するために、いくつかの評価指
標を掲げ食育の取組みをしてきました。評価指標に対する達成状況と、西尾市の食育の現状と課題
を把握するため、18歳以上の市民及び小中学生を対象に「食生活等に関するアンケート調査」を
実施しました。

一般市民アンケート調査 小中学生アンケート調査

調査対象 市内在住の18歳以上の男女 市内在住の小学３・５年、中学２年の男女

調査方法 郵送・WEB併用調査 学校を通じた調査

調査時期 令和３年７月 令和３年９月

標 本 数 3,000 －

回 収 数 1,385（回収率46.2％） 1,461

一般アンケート調査の回収率は46.2％と、前計画策定の際に行われた一般市民アンケート調査
（平成28年８月）の回収率43.5％よりも少し高くなっていますが、市民の50％の回答がないとい
うことは、まだまだ食育に関心がない市民が多いということであり、今後の重点課題になっていく
と考えられます。

2　アンケート調査からみる食育の現状

アンケートにご協力ありがとうござ
いました。アンケートの結果は食育
の推進のために活用していきます！
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（2）食生活等に関するアンケート結果からみる前計画の達成状況
「第３次西尾市食育推進計画」の達成状況を、食生活等に関するアンケート調査結果等をふまえ
て整理します。

○指標　ステップ１（知ろう　学ぼう　食育！）
指　　　標 対　象 当初値（H28） 目標値（R3） 現状値（R3） 評価

食育に関心のある人の割合の増加 18歳以上 63.1％ 90％ 60.1％ △

地産地消という言葉を知っている人
の増加※

小中学生 38.1％ 70％ 41.7％ ○

18歳以上 83.9％ 90％ 84.7％ ○

「食育プログラム」を知っている人
の割合の増加 全市民 4.6％ 30％ 6.4％ ○

ほとんど毎日朝食を食べる人の増加

小中学生 87.9％ 100％ 83.6％ △

30歳未満男性 69.4％ 85％ 63.3％ △

30歳代男性 67.4％ 90％ 56.8％ △

食事バランスガイドを参考に食生活
を送っている人の増加 18歳以上 53.2％ 65％ 63.6％ ○

学校で習ったことで食生活を変えた
ことがある子の増加 小中学生 11.3％ 15％ 14.9％ ○
「西尾市食育キャラクター」を知っ
ている人の増加 全市民 9.4％ 70％ 11.7％ ○

○指標　ステップ２（やってみよう　食育！）
指　　　標 対　象 当初値（H28） 目標値（R3） 現状値（R3） 評価

毎日の食事が楽しいと思う人の増加
小中学生 81.4％ 85％ 75.2％ △

18歳以上 64.8％ 80％ 66.2％ ○

学校で習ったことを家族で話し合う
子の増加 小中学生 33.3％ 40％ 30.5％ △

ひとりで朝食を食べる子の減少
小学生 19.4％ 5％ 16.6％ ○

中学生 50.1％ 25％ 43.1％ ○ 

食育に関する行動や活動をする人の
増加 18歳以上 32.7％ 40％ 39.2％ ○
学校給食における西尾市産物を利用
する割合の増加 小中学校 12.3％ 30％ 9.8％ △

○指標　ステップ３（みんなで参加しよう　食育！）
指　　　標 対　象 当初値（H28） 目標値（R3） 現状値（R3） 評価

農林漁業体験に全学年で取り組む小
学校の割合の増加 小学生 69.2％ 100％ 50％ △

※地産地消という言葉を知っている人の増加について小学３年生は含まない
※評価の基準　◎：目標値達成　○：当初値以上　△：当初値未満
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9.2

10.2

10.9

22.9

26.8

27.8

51.9

51.2

53.2

14.9

11.6

7.7

1.1

0.1

0.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1461

平成28年度
n=1445

平成23年度
n=1448

■ よく内容を知っている　■ だいたい内容を知っている　■ 内容はあまり知らないが、言葉は聞いたことがある
■ はじめて聞いた　　　　■ 無回答

14.9

18.4

19.6

45.2

44.7

45.1

20.1

20.8

15.8

10.2

6.0

4.4

8.8

8.9

14.1

0.9

1.1

1.0

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 関心がある　■ どちらかといえば関心がある　■ どちらかと言えば関心がない
■ 関心がない　■ わからない　■ 無回答

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

12.6

16.4

36.1

50.2

22.7

18.9

16.7

6.5

11.1

7.6

0.8

0.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性
n=485

女性
n=874

（3）評価と課題

食育の関心
食育の関心について

「食育」という言葉を知っている小中学生の割合は、８割以上となっていますが、18歳以上では食育につ
いて３割が“関心がない”（「関心がない」＋「どちらかといえば関心がない」）と回答しており、認知はして
いても関心が低い状況にあります。そのため、子どもの頃からの食育をすすめ、関心を持つ人を増やす必要
があります。また、性別でみると食育に“関心がある”と答えた方は女性が66.6％、男性が48.7％となっ
ており、男女で意識の差がみられます。性別による意識の差がみられる要因の一つに、男性は食事づくりに
かかわる機会が少ないことがあげられます。そのため、今後は男性が積極的に食育にかかわっていけるよう
な取組みが重要です。

「食育」の認知度（小中学生）

「食育」についての関心（18歳以上）

性別×「食育」についての関心（18歳以上）
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3.9

3.5

1.1

35.3

29.2

12.9

33.1

30.7

33.4

13.6

16.5

26.6

12.1

19.0

24.4

1.9

1.1

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

■ 積極的にしている　■ できるだけするようにしている　■ あまりしていない
■ したいと思っているが、実際にはしていない　■ したいと思わないし、していない　■ 無回答

3.9

3.8

22.7

42.2

37.9

30.9

12.6

14.2

21.0

7.4

1.9

1.5

0% 20% 40% 60% 80% 100%

男性
n=485

女性
n=874

食育の実践
食育の実践状況について

アンケート調査結果によると、「食育」に関する何らかの日常的な行動や地域での活動をしている18歳以
上の割合は、“実践している”（「積極的にしている」＋「できるだけするようにしている」）と回答した人が
39.2％と前回調査よりも6.5ポイント増加しており、年々増加傾向がみられるため、食育の認識だけではな
く、日常生活に定着しつつある状況がうかがえます。一方で、性別でみると“実践している”と答えた方
は、女性が46.0％、男性が26.6％となっており、食育の関心と同様に、男女で意識の差がみられます。性
別やライフステージ等に応じて、適切な食事を摂るための栄養バランスのとれた食事を作るスキルや選ぶこ
とができる知識の啓発が必要です。

「食育」に関する日常的な行動や地域での活動について（18歳以上）

性別×「食育」に関する日常的な行動や地域での活動について（18歳以上）
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80.8

68.3

59.3

62.2

19.2

49.0

26.3

39.6

71.8

68.5

46.4

9.4

30.2

41.3

1.1

2.8

1.1

0 20 40 60 80 100

■ n=543

（％）

栄養バランスを
考えた食事をする

家族で食事をとる

食べきれる量の料理を作り、
食べ残しを少なくする

できるだけ料理を自分で作る

郷土料理や行事食などを
積極的に取り入れる

地元産の食材を買う

料理についての知識や
技術を習得する

家庭菜園で野菜を作る

旬の野菜を使ったり、
季節の料理を作る

規則正しい食生活を心がける

食品添加物などの
食の安全に気をつける

農業体験や
地元農産物に触れる

食品・エネルギー・水を
大切に使って料理する

食品容器等の
リサイクルをする

食育に関する
ボランティア活動に参加する

その他

無回答

食育の実践内容について

アンケート調査結果によると、「食育」を実践している人の具体的な実践内容は「栄養バランスを考えた
食事をする」が80.8％で最も高く、次いで「旬の野菜を使ったり、季節の料理を作る」が 71.8％、「規則正
しい食生活を心がける」が68.5％となっています。一方で、「郷土料理や行事食などを積極的に取り入れる」
が19.2％、「農業体験や地元農産物に触れる」が9.4％となっています。

食育の実践内容（全市民・実践している人）
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13.5

10.1

11.2

50.1

43.1

49.1

26.5

36.2

30.4

9.3

9.5

8.5

0.5

1.1

0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ いつも参考にしている　　　■ ときどき参考にしている　■ あまり参考にしていない
■ まったく参考にしていない　■ 無回答

令和３年度
n=547

平成28年度
n=536

平成23年度
n=556

6.4

4.6

8.2

91.8

94.4

91.1

1.7

1.0

0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 知っている　　■ 知らない　　■ 無回答

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

「食事バランスガイド」を参考にしているか（18歳以上）

栄養バランスを考えた食事をしている人の割合（18歳以上）

「西尾版食育プログラム」の認知度（18歳以上）

① 栄養バランスについて
「食事バランスガイド」を知っている人の中で、活用している割合は６割以上と前回調査よ
りも増加していますが、栄養バランスを考えた食事をしている人の割合について18歳以上で
みると、「栄養バランスを考えた食事をしている人」が31.7％、「栄養バランスを考えた食事
をしていない人」が68.3％となっており、多くの方が栄養バランスを考えた食事を摂れてい
ない状況があります。性別やライフステージ等に応じて、栄養バランスのとれた食事を選択す
ることができる知識の啓発が必要です。

② 食育プログラムについて
食育の学習支援の重点事業として平成21年度に作成した「西尾版食育プログラム」の普及
を進めていますが、認知度は低く、前回調査よりもわずかに割合は増加しましたが、市民への
浸透は進んでいない状況です。「西尾版食育プログラム」を今後も普及していくことで、規則
正しい食習慣の実践やバランスのとれた食生活を身に付けるための情報提供を行います。

対　象 対　象 栄養バランスを考えた
食事をしている人

栄養バランスを考えた
食事をしていない人

18歳以上 n＝1,385 31.7％ 68.3％
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■ よく知っていて、食べたことがある　■ 知っているが、食べたことはない
■ 知らないが、食べたことがあるかもしれない　■ 知らない　■ 無回答

0% 20% 40% 60% 80% 100%

n=1385 30.9 3.4 38.8 24.7 2.2

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

6.2

23.2

23.5

39.4

40.9

23.0

26.9

12.8

2.4

1.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 伝えるようにしている　■ できるだけ伝えるようにしている　■ あまり伝えていない　■ 伝えていない　■ 無回答

7.8

37.4

90.8

60.8

1.4

1.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳以上
n=1385

小中学生
n=1306

■ はい（ある）　　■ いいえ（ない）　　■ 無回答

③ 伝統食・郷土料理について
アンケート調査結果によると、西尾市の伝統食や郷土料理について、“知らない”（「知らな
いが、食べたことがあるかもしれない」＋「知らない」）が63.5％となっています。また、伝
統食や郷土料理について、“伝えている”（「伝えるようにしている」+「できるだけ伝えるよ
うにしている」）の割合が前回調査結果（平成28年度）の62.6％から29.7％と大幅に減少し
ており、地域や家庭の料理を次世代に伝承するために、気軽に参加できるような料理教室やレ
シピの公開などに取り組む必要があります。食文化の伝承は、高齢者の生活習慣や食習慣とい
う知恵を重要な財産として、地域で受け継いでいくことが大切です。

④ 食の体験機会について
小中学生では農林漁業体験経験がある割合が約４割、一方、18歳以上では１割にも満たな
い割合となっています。小中学校での実施や事業によっては参加者が少ないなどの課題もあり
ますが、市民のニーズも踏まえた様々な体験機会の充実が求められます。

西尾市の伝統食や郷土料理の認知（18歳以上）

地域や家庭で伝えられてきた料理を次の世代に伝えるようにしているか（18歳以上）

農林漁業体験経験の有無
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87.9 5.8
2.9

3.0 0.4

87.9 6.1
2.3

3.5 0.2

83.6 7.2
3.2

4.1 1.8

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1461

平成28年度
n=1445

平成23年度
n=1448

■ ほとんど毎日食べる　■ 週に4～5日食べる　■ 週に2～3日食べる　■ ほとんど食べない　■ 無回答

時間がない

食べたくない

食事の準備がしていない

食べる習慣がない

太りたくない、ダイエットのため

その他

無回答

42.0

35.8

11.3

9.9

5.7

16.5

1.9

51.5

26.0

14.2

8.3

3.0

11.2

7.7

48.3

26.7

14.0

8.1

1.2

11.6

9.9

0 10 20 30 40 50 60

■ 令和３年度（n=212）
■ 平成28年度（n=169）
■ 平成23年度（n=172）

（%）

朝食の摂取状況について（小中学生）

朝食の欠食理由（小中学生）

朝食の摂取状況と欠食の理由について
朝食の摂取状況について

朝食の摂取状況をみると、小中学生の８割以上が毎日食べていますが、前回調査よりも減少しており、欠
食理由も「食べたくない」という理由が前回調査よりも増加しています。18歳以上では、若い人ほど朝食の
欠食が目立ち、特に男女ともに20歳代、男性の30歳代で朝食を毎日食べていない割合が３割以上と高くなっ
ています。朝食を食べない理由として「食欲がわかない」、「時間がなくて食べられない」という傾向がみら
れます。朝食の大切さや望ましい生活リズム、栄養バランスについての正しい知識を持って、自分の食生活
を自分で管理できるよう、食に関する正しい情報を提供し、望ましい食習慣の実践と定着につながるよう支
援することが必要です。
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66.7

62.8

56.8

76.0

80.0

90.3

94.3

76.9

67.3

85.3

89.1

85.8

91.1

98.8

16.7

9.3

16.2

1.3
5.7

2.2
1.3

15.4

9.6

6.0

3.6

1.4

0.6

0.4

16.7

14.0

8.1

6.7

3.2

7.7

13.5

3.4

2.2
4.3

5.1

14.0

18.9

16.0

12.9

4.3

3.2

9.6

5.2

4.4

8.5

2.5
0.8

1.4

0.6

0.7

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0.6

18～19歳
n=6

■ ほとんど毎日食べる　■ 週に4～5日食べる　■ 週に2～3日食べる　■ ほとんど食べない　■ 無回答

70歳以上
n=244

60歳代　
n=158

50歳代　
n=141

40歳代　
n=137

30歳代　
n=116

20歳代　
n=52

18～19歳
n=13

70歳以上
n=158

60歳代　
n=93

50歳代　
n=70

40歳代　
n=75

30歳代　
n=37

20歳代　
n=43

男
　
　
　性

女
　
　
　性

0 20 40 60

■ 令和３年度
■ 平成28年度
■ 平成23年度

（%）

時間がない

食欲がわかない

食べたり、準備をしたり
するのが面倒

食事の準備がしていない

食べる習慣がない

太りたくない、ダイエットのため

その他

無回答

35.5

43.6

22.1

4.7

22.7

9.9

9.9

1.7

33.1

44.1

22.1

13.8

25.5

4.1

15.2

0.0

37.4

37.4

17.6

7.6

15.3

8.4

9.2

1.5

朝食の摂取状況について（18歳以上）

朝食の欠食理由（18歳以上）
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ひとりで食べているから

食事中の会話がないから

食事がおいしくないから

食べることに興味がないから

その他

無回答

26.8

46.5

8.5

26.8

18.3

15.4

30.8

9.6

28.8

32.7

1.9

0 10 20 30 40 50

■ 令和３年度（n=71）
■ 平成28年度（n=52）

（%）

18.3

40.8

47.9

34.4

29.9

19.3

1.8

3.7

0.7

1.2

1.4

0.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

18歳以上
n=1385

小中学生
n=1461

■ とても楽しい　■ 楽しいことが多い　■ どちらともいえない　■ 楽しくないことが多い
■ まったく楽しくない　■ 無回答

毎日食事が楽しいと思う人

食を通じたコミュニケーション
共食について

毎日の食事が楽しいと思う人の割合は、“楽しい”（「とても楽しい」＋「楽しいことが多い」）が18歳以上
で66.2％、小中学生で75.2％となっています。
ひとりで朝食を食べる子の割合は、学年が上がるにつれ高く、中学２年生で４割以上となっており、前回
調査より小学生、中学生ともに割合は減少しています。また、毎日の食事が楽しくない理由として「食事中
の会話がないから」、「ひとりで食べているから」が前回調査よりも10ポイント以上増加しています。18歳
以上でもひとりで食事する人が１割～２割程度と年齢が上がるにつれ割合が高くなっています。
家族や友人等と一緒に食事をしながらコミュニケーションを持つことにより、食の楽しさを実感し、だれ
かと一緒に食事をとる機会を増やすことで、コミュニケーションを深め、食事の楽しさを感じることができ
る生活を実現していく必要があります。

毎日の食事が楽しくない理由（小中学生）
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小学生

中学生

16.6

43.1

19.4

50.1

22.4

50.5

0 10 20 30 40 50 60
（％）

■ 令和３年度
■ 平成28年度
■ 平成23年度

78.2 18.4 3.4

85.9 12.9 1.2

87.7 12.3

89.3 9.8 0.9

94.9 4.5 0.6

85.6 14.4

90.0 10.0

85.5 13.1 1.4

0% 20% 40% 60% 80% 100%

全　　体
n=1385

18～19歳
n=20

20歳代　
n=97

30歳代　
n=156

40歳代　
n=214

50歳代　
n=212

60歳代　
n=256

70歳以上
n=413

■ する　　■ しない　　■ 無回答

ひとりで朝食を食べる子の割合（小中学生）

１日１回は、家族や友人などと一緒に食事する割合（18歳以上）

朝食を誰と食べるか（小中学生）

 単位：％

回答数 ひとりで お父さん お母さん 兄弟姉妹 おじいさん
おばあさん その他 無回答

小学３年生 424 12.0 36.3 53.8 68.9 6.8 3.8 4.2

小学５年生 463 20.7 31.3 47.9 68.3 6.9 2.8 1.7

中学２年生 462 43.1 22.7 36.4 51.9 3.5 1.7 1.9
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30.6 20.6 28.4 19.7 0.8

32.6 20.1 28.6 17.5 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%
■ ほとんど毎日している　■ 週に4～5日している　■ 週に2～3日している　■ ほとんどしていない　■ 無回答

令和３年度
n=1461

平成28年度
n=1393

30.8 23.8 31.4 13.6 0.4

30.3 19.1 29.1 20.8 0.6

37.0 17.3 26.7 17.7 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

小学３年生
n=457

小学５年生
n=478

中学２年生
n=491

35.0

14.9

30.5

1.2

33.3

1.4

46.4

11.7

33.3

0.9

28.9

1.3

37.8

12.3

29.8

1.3

35.0

0.8

0 10 20 30 40 50

■ 令和３年度（n=1461）
■ 平成28年度（n=1445）
■ 平成23年度（n=1448）

無回答

（%）

学校で習った料理を
家でつくったことがある

学校で習ったことで
食生活を変えたことがある

学校で習ったことについて
家族で話し合ったことがある

その他

特に何もしていない

料理や食事の手伝いについて（小中学生）

学校で習ったことを食生活に活かしているか（小中学生）

子どもの食育の実践
家庭の状況では、小中学生で料理や食事の手伝いをしない子は約２割で、学年が上がるにつれ手伝いをす
る頻度が少なくなる傾向にあります。学校で習った料理を家でつくったことがある子や、学校で習ったこと
について家族で話し合ったことがある子の割合は減少しており、学校で習ったことを食生活に活かしていな
い子どもが増加しています。また、食に関わることについて、子ども、孫などと『一緒に食事』をし、『食
について話す』ことや、『食に関する作法を教える』ことは、全体のおよそ半数前後の割合で行っているも
のの、『一緒に食事づくり』をしている割合は約２割にとどまっています。学校と家庭の両面から子どもの
食育を推進し、食生活に興味が持てるような支援を検討する必要があります。



21 第２章　西尾市の現状と課題 第２章　西尾市の現状と課題

18.9 11.8 25.3 31.7 9.5

10.6 31.9 18.2 18.7 11.6 9.0

12.1 40.4 14.4 14.7 9.7 8.7

58.9 21.7 3.5
4.0

5.2 6.6

0% 20% 40% 60% 80% 100%

子ども、孫などと一緒に
食事をする

子ども、孫などと一緒に
食事づくりをする

子ども、孫などと食に
ついて話す

子ども、孫などに
食に関する作法を教える

■ 十分している　■ ややしている　■ どちらともいえない　■ あまりしていない　■ 全くしていない　■ 無回答

n=423

2.8

14.5 13.1 72.2 0.1

23.0 15.1 61.9 0.1

26.4 15.3 57.4 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1461

平成28年度
n=1445

平成23年度
n=1448

■ 知っている　　■ だいたい知っている　　■ 知らない　　■ 無回答

58.3 26.4 12.4 2.8

61.0 22.9 15.5 0.6

55.9 23.9 19.0 1.3

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

■ 知っている　　■ だいたい知っている　　■ 知らない　　■ 無回答

家庭における子ども、孫などとの食に関する関わりについて（18歳以上）

「地産地消」の認知度（小中学生）

「地産地消」の認知度（18歳以上）

地産地消の促進
「地産地消」という言葉を「知っている」、「だいたい知っている」と回答した小中学生は、約４割で前回
調査よりも１割以上増加しています。18歳以上では前回調査より「知らない」割合が減少し、「地産地消」
が浸透してきている状況がうかがえます。しかし、西尾産の農林水産物の優先購入についてみると、「西尾
産かどうか意識して購入していない」割合が多いことから、西尾産の農林水産物を優先的に購入してもらう
ために、『西尾産』を周知する手段や方法を検証していく必要があります。
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7.4 37.5 12.6 7.3 32.9 2.2

6.1 43.8 28.9 16.4 3.5 1.2

8.6 40.0 32.4 13.5 4.3 1.1

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

■ 積極的に購入している　■ できるだけ購入するようにしている　■ あまり購入していない
■ 購入したいと思っているが、実際には購入していない　■ 西尾産かどうか意識して購入していない　■ 無回答

69.4 29.2 1.4

7.9 83.5 0.5

65.1 34.3 0.7

0% 20% 40% 60% 80% 100%

令和３年度
n=1461

平成28年度
n=1445

平成23年度
n=1448

■ 知っている　　■ 知らない　　■ 無回答

11.7 86.6 1.7

9.4 90.2 0.4

5.5 93.6 0.9

0% 20% 40% 60% 80% 100%

■ 知っている　　■ 知らない　　■ 無回答

令和３年度
n=1385

平成28年度
n=1306

平成23年度
n=1224

西尾産の農林水産物の優先購入について（18歳以上）

「西尾市食育キャラクター」の認知度（小中学生）

「西尾市食育キャラクター」の認知度（18歳以上）

食育のイベント
食育キャラクターの認知度

西尾市食育キャラクターの認知度は小中学生では７割近くとなっていますが、18歳以上では１割と少ない
状況です。様々な食育の取組みを推進するうえで、楽しくわかりやすく食育が学べるように、関係課と連携
して食育キャラクターの普及・啓発を推進していくことが必要です。
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0 20 40 60
（％）

子ども向け料理教室

若者向け料理教室

男性向け料理教室

女性向け料理教室

親子料理教室

離乳食の料理教室

介護食の料理教室

地産地消料理教室

水産業体験

農業体験

食育講演会

食育街頭PR

地産地消の食品の即売会

その他

無回答
■ 令和３年度（n=1385）
■ 平成28年度（n=1306）
■ 平成23年度（n=1224）

望まれている「食育」に関する事業

「食育」に関するあったらよいと思う事業では「地産地消の食品の即売会」、「地産地消料理教室」、「子供
向け料理教室」、「介護食の料理教室」などのニーズが高くなっています。市民ニーズに合った事業を計画し
ていくことが必要です。

「食育」に関するあったらよいと思う事業（18歳以上）
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n=1385

日頃から環境に配慮した食材・食品を選んでいるか（18歳以上）

食品廃棄について（18歳以上）

環境に配慮した食生活について
アンケート調査結果によると、日頃から環境に配慮した食材・食品の選択については５割以上の人が実践
できていますが、約４割の方が実践できていない現状があるため、実践できるように意識を改善していく必
要があります。また、食品ロスを少なくするために注意していることでは、「作りすぎないように注意して
いる」、「食品の使い残しを防ぐため、必要以上に買い物しすぎないようにしている」と答えた方が多く、特
に男性に比べて女性の方が、全般的に環境への配慮の意識が高くなっています。食べ物と環境のつながりを
認識し、環境にやさしい食生活の定着に向けた取組みが必要です。
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全　　体 1385 57.9 49.4 38.5 34.0 29.5 28.6 3.2 5.5 1.7

男　
　
性

18～19歳 6 33.3 33.3 － － － － － 33.3 16.7
20歳代 43 30.2 32.6 27.9 18.6 23.3 20.9 4.7 16.3 －
30歳代 37 32.4 29.7 24.3 24.3 13.5 8.1 － 16.2 －
40歳代 75 42.7 37.3 24.0 22.7 13.3 16.0 2.7 14.7 －
50歳代 70 51.4 45.7 35.7 31.4 28.6 12.9 2.9 11.4 －
60歳代 93 51.6 51.6 31.2 32.3 23.7 19.4 1.1 10.8 2.2
70歳以上 158 48.1 48.1 46.8 31.0 33.5 22.8 3.8 7.0 5.7

女　
　
性

18～19歳 13 23.1 53.8 23.1 15.4 30.8 30.8 － 7.7 －
20歳代 52 44.2 57.7 40.4 25.0 21.2 11.5 1.9 3.8 －
30歳代 116 63.8 63.8 32.8 26.7 27.6 25.0 1.7 3.4 0.9
40歳代 137 60.6 46.0 28.5 32.1 21.9 19.0 1.5 1.5 1.5
50歳代 141 70.9 57.4 36.2 32.6 36.9 42.6 5.0 0.7 －
60歳代 158 69.0 48.7 46.8 39.2 34.2 41.1 3.8 0.6 －
70歳以上 244 70.1 52.0 50.8 51.6 37.7 43.4 4.9 2.5 1.6
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新テーマ

第３章　計画の基本的な考え方

第４次西尾市食育推進計画では、前回計画の「いただきます　おうちごはんからはじめよう　食
育の“Wa”！」の基本コンセプトを継承し、“知ろう・学ぼう　食育の話

わ
！”、“やってみよう　食

育の和
わ
！”、“みんなで参加しよう　食育の輪

わ
！”の３つのテーマに新たに“まもろう　食育の環

わ
！”

を加え、食育の取組みを推進します。

1　基本コンセプト

2　計画のテーマ

いただきます
おうちごはんからはじめよう

食育の “Wa” ！

テーマ❶ 知ろう・学ぼう　食育の話
わ
！

目　　標 食の知識を身につけよう

テーマ❷ やってみよう　食育の和
わ
！

目　　標 よりよい食習慣を身につけよう

テーマ❸ みんなで参加しよう　食育の輪
わ
！

目　　標 食を通じてつながりを深めよう

テーマ❹ まもろう　食育の環
わ
！

目　　標 食を支える環境を持続させよう食を支える環境を持続させよう

食を通じてつながりを深めよう

わ

テーマ

目　　標
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第３章　計画の基本的な考え方

3　施策の体系
めざす姿  食でつなぐ幸せなまち

基本コン
セプト

計画のテーマ
★目標 方向性 内　容

い
た
だ
き
ま
す　
お
う
ち
ご
は
ん
か
ら
は
じ
め
よ
う　
食
育
の
〝
Ｗ
ａ
〞
！

①知ろう・学ぼう　
　食育の話！
★ 食の知識を身につ
けよう

①「食育」に関心を持とう！ 情報提供の充実

②学校・家庭で「食育」を学ぼう！
学校における子どもへの食に関する学
習機会の充実
親への食に関する情報提供

③食の安全について学ぼう！
食の安全性について学ぶ機会の創設
市民が自分で安全な食を選択できる学
習機会の充実

②やってみよう　
　食育の和！
★ よりよい食習慣を
身につけよう

①感謝の気持ちで楽しく食べよう！
食を通じたコミュニケーションの充実
食事マナーの習得や作法の継承
食事への感謝の気持ちの涵養

②健康的な食生活を送ろう！ 栄養バランスを考えた食事意識の向上
生活習慣病の予防活動の普及

③西尾の伝統食を食べよう！ 行事食・伝統料理などの食文化の継承

③ みんなで参加しよ
う　食育の輪！
★ 食を通じてつなが
りを深めよう

①楽しく「食育」を体験しよう！ 料理教室や農林漁業体験の機会の提供

②「食育」イベントに参加しよう！ 地元特産品や食育のイベント、地元農
産物の即売会の実施

③ 地域をつなぐ「食育の輪」を広げ
よう！

ボランティア・団体活動等の連携・充
実

④まもろう　
　食育の環！
★ 食を支える環境を
持続させよう

①西尾の産品を食べよう！ 地産地消の推進
食のブランド化の推進

②環境にやさしい食生活を送ろう！ 食品残渣の削減
食品ロスの削減

③持続可能な食料供給を考えよう！
環境にやさしい農業の推進
環境と調和した生産等に関する学習機
会の創設



第４章　計画の具体的な内容27 第３章　計画の基本的な考え方

SDGs とは、平成27年（2015）９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための
2030アジェンダ」にて記載された令和12年（2030）までの国際目標で、持続可能な世界を実現
するための17のゴール・169のターゲットから構成され、環境・社会・経済にまたがる多くの課
題への、統合的な取組みを求めています。

食育を推進することは、私たちの食生活が自然の恩恵の上に成り立ち、食に関わる人々の様々な
行動に支えられていることについて感謝の念や理解を深めることであり、食育を推進することが、
持続可能な社会の実現に向けた重要な取組みであることを意識しながら進めていくことが重要です。
第４次食育推進計画では、４つの柱ごとに関連する SDGs のゴールを設定し、それぞれの食育
の推進によって、様々な課題の解決に向けて貢献できるよう努めます。

4　「SDGs」の実現に向けた食育の取組

SDGs（持続可能な開発目標）の17の目標

目標２　飢餓をゼロに 目標14　海の豊かさを守ろう

目標３　すべての人に健康と福祉を 目標15　陸の豊かさを守ろう

目標４　質の高い教育を 目標17　 パートナーシップで目標達成
しよう

目標12　つくる責任つかう責任
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テーマ❶ 知ろう・学ぼう 食育の話
わ
！

第４章　計画の具体的な内容

（1）方向性
① 「食育」に関心を持とう！

市民みんなが、「食育」という言葉の意味を理解し、具体的な行動に移すことができるよ
う、様々な場面で「食」に関する情報提供を行い、関心をもってもらう必要があります。ま
た、子どもの保護者や妊娠中の女性など、ライフステージに応じた個別の課題を持つ人に役立
つ情報提供を充実していくことも大切です。そして、だれもが、自ら進んで積極的に食育を学
ぶことができるよう、生涯学習の機会を充実します。

② 学校・家庭で「食育」を学ぼう！
子どもたちは学校で積極的に「食育」を学ぶことが大切です。学校の教材である「食育ノー
ト」で食べ物に関する知識を学んだり、望ましい食習慣や栄養などの健康に関すること、食べ
残しや環境に関することなど、｢食｣ を大切にする心を育む学習を充実していく必要がありま
す。また、子どもの食生活は、親の知識・意識や生活習慣の影響を大きく受けます。子どもた
ちの親が自分の家庭の食生活を見直し、自信を持って子育てに取り組んで行けるよう、「食育」
の大切さを伝える機会や「西尾版食育プログラム」を活用方法等、親子ともに望ましい食生活
が送れるよう実践につなげる機会や情報を提供します。

③ 食の安全について学ぼう！
食の安全を確保するには、生産者が食の安全に万全を期すだけでなく、消費者自身も食の安
全に関する知識と理解を深め、自らの判断で正しく選択する力を身に付けることが重要です。
食の安全に対する知識や理解を深めるために、食に関する幅広い情報の提供を行うとともに、
安全な農林水産物の供給に向けた関係者の取組みなどについて情報発信を推進します。

★食の知識を身につけよう

1　具体的な取組と行動指針



29 第４章　計画の具体的な内容 第４章　計画の具体的な内容

（2）重点事業
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食育に関しての情報発信
性別や年齢によらず、あらゆる世代が食育に
関心を持ち、実践できるように、市の広報、
ホームページ、SNS 等を利用した情報発信
を推進します。

市民 農水振興課

西尾市食育キャラクターの
普及啓発

西尾市食育キャラクター「ハートン、ダイヤ
ン、みつばちゃん」の認知度が低いため、楽
しく分かりやすく食育が学べるように食育
キャラクターの普及・啓発を図り、西尾市の
食育を推進していきます。

市民 農水振興課
関係各課

「西尾版食育プログラム」
の普及

「西尾版食育プログラム」を普及し、普段の
食事や生活習慣について学ぶ機会を作りま
す。特に、食育を学習する機会の少ない大人
を対象に、食育の普及・啓発を図ります。

市民 農水振興課

「幼児食育チャレンジ表」
の実施

「幼児食育チャレンジ表」を活用し、「いただ
きます」、「ごちそうさま」のあいさつを
チェックしたり、「赤・黄・緑」の食材の区
別を学ぶことで、食への関心の向上を図りま
す。

５歳児と
保護者

幼稚園
保育園
保育課

「食育ノート」による食育
推進

西尾市独自の教材である「食育ノート」を広
く活用し、食育に関する学習を充実します。
箸や食器の持ち方、食事の基本的なマナー、
食品分類を学んだり、栄養士や給食調理員の
仕事の様子などを学ぶ中で、「食」に関する
知識を習得するとともに、「食」への感謝の
気持ちを養います。

小学生 学校教育課

（3）関連事業
① 子どもが食育を学ぶ機会の充実

事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

栄養教室 ３色のお話を中心に、栄養バランスにつ
いて指導します。 ５歳児 保育課

食事づくりへの園児の参加
幼稚園・保育園でクッキング保育など園
児が食事づくりに参加する機会をつくり
ます。

園児 幼稚園
保育園

園児の食習慣に関する指導 箸の持ち方や食事マナーを指導します。 園児 幼稚園
保育園

生産者と児童のふれあい教室
よいきゅうりの日（４月19日）に、JA
西三河きゅうり部会が市内小学校へ地元
産きゅうりを寄贈し、生産者とふれあい
給食を行います。

小学生 学校教育課
農水振興課
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② 子どもの食事に関する保護者への情報提供の充実
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食育だより・給食だよりの配布 食育だより・給食だよりを毎月発行し、
保護者への情報提供を行います。 保護者 保育課

学校

給食試食会 給食の試食会を行い、給食の実態に触れ
る機会をつくります。 保護者

幼稚園
保育園
学校

保護者に対する食事相談 子どもの食生活や栄養に関する保護者の
相談に応じます。 保護者

幼稚園
保育園
学校

③ 食育関係職員の研修の充実
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

調理員等研修会

子どもたちにとって望ましい給食の提供
を目的に、食品の合理的・衛生的な扱
い、調理技術の向上などの研修を行いま
す。（調理実習・試食会・衛生管理研修
など）

給食調理員
栄養教諭
学校栄養職員

保育課
学校教育課
教育庶務課

④ 食育を学ぶ機会の提供
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食育に関する啓発活動 関係団体と連携し、市民向けに食育に関
する啓発イベントを実施します。 市民 農水振興課

生涯学習講座等開催事業 生涯学習事業の中で食育に通じる講座等
を実施します。 市民 生涯学習課

食育に関する啓発イベント学校給食（よいきゅうりの日）
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⑤ 食生活の実態把握
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食生活アンケートの実施
５歳児を対象に、食生活の実態を調査し
ます。食生活アンケートの結果をもと
に、保護者に情報提供し、子どもたちの
よりよい食生活の実現につなげます。

５歳児と
保護者 保育課

食育に関するアンケート調査の
実施

食育施策の推進状況を評価し、計画の見
直しに活用するアンケート調査を実施し
ます。

市民 農水振興課

（4）行動指針
対　象 目　　　標

市民みんな

○食育を積極的に学ぶ
○食育に関心を持つ
○食育の情報を積極的に活用する
○食品の栄養成分表示を参考にする
○自分の食生活にあった食品を選ぶことができるようにする

子ども
○食について学び、食の大切さを知る
○学校などで学んだことは家でも実行する
○食についてお父さんやお母さんと話をする

保護者
○幼稚園・保育園・学校での子どもの食事に関心を持つ
○子どもが学んできたことを家でも実行できるよう支援する
○自ら積極的に食育を学び、子どもに伝える
○健康にとって必要な食材を知る

行政（市）

○食育について学習できる機会を充実する
○健康に役立つ食育の情報を提供する
○食生活の実態を調査し、様々な施策に反映させる
○様々な場面で食育が浸透するようにする
○市民が食育にふれるきっかけとして食育キャラクターを PRする
○食の安全性について学ぶ機会を設ける

学　校
幼稚園・保育園

○生活を通じて食育を学び、身に付けることができるように指導する
○子どもたちが食の楽しさを感じられる取組みを進める
○親の学習機会をつくる
○食の安全性について学ぶ機会を設ける

地　域
○市や学校の取組みに積極的に協力する
○食育を地域で学べる機会をつくる
○食の安全性について学ぶ機会を設ける

企　業
○ホームページや広告などで「食」への理解を深める情報を発信する
○地域の食の情報を発信する
○食育に関する情報を従業員に提供し、取組みを支援する

生産者
○「食」への理解を深める情報を発信する
○地域の食の情報を発信する
○安全な食の生産について積極的に学ぶ
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（1）方向性
① 感謝の気持ちで楽しく食べよう！

家庭や地域、学校等において、農業体験や生産者との交流など様々な学習機会等を通じて、
「食」への感謝の気持ちを醸成することで「いただきます」「ごちそうさま」の感謝の言葉や、
食器をしっかり持って食べる等の食事マナーを身につけ、豊かな人間性を育みます。

② 健康的な食生活を送ろう！
食生活の乱れや運動不足等は、がん、高血圧、歯周病などの生活習慣病につながります。メ
タボリックシンドロームや過度な痩身にならないように、普段の食事において何をどれだけ食
べたらよいかを把握、判断できる力を市民みんなが持てるよう食に関する情報を周知し、意識
の向上・生活習慣病の予防活動の普及を図り、健康で元気に暮らし続けることができるよう支
援します。

③ 西尾の伝統食を食べよう！
西尾ならではの郷土料理や伝統料理の文化を今後も残していくため、食文化に関する講座の
開催や世代間の交流を通じて、伝統的な行事や作法、調理方法などを伝承する活動を充実し、
伝統ある食文化の振興を図ります。

★よりよい食習慣を身につけよう

（2）重点事業
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

「家族で楽しく朝食をと
ろう」の推進

朝食は、活力ある一日を過ごすためのスタートと
なる食事です。健康な体力づくりに必要な栄養素
の摂取だけでなく、会話を通じて家族のきずなを
深めることにもつながります。文部科学省が推進
している「早寝早起き朝ごはん」運動などを活用
し、学校、家庭、地域と連携して朝食の欠食をな
くし、正しい食習慣を身につけ、家族で食事をす
ることの大切さを伝えていきます。

市民 学校教育課

郷土料理の普及 郷土料理をアレンジした献立を工夫して学校給食
に用います。 小中学生 学校教育課

行事食、郷土料理の継承 行事食や郷土料理の料理講座を開催したりレシピ
を公開することで食文化の継承を図ります。 市民 農水振興課

テーマ❷  やってみよう 食育の和
わ
！
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（3）関連事業
① 孤食の防止

事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

「おうちでごはんの日」の普及
毎月19日を「おうちでごはんの日」と
して、家族や友人と一緒に家庭で夕食を
とるよう普及啓発します。

小中学生 学校教育課

② 食事のマナーの啓発
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

箸の持ち方の調査 小学生を対象に箸の持ち方を調査し、正
しい持ち方を啓発します。 小学生 農水振興課

③ 母子の健康的な食生活についての情報提供
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

母子健康相談
各種健康相談事業や電話相談にて、個別
に乳幼児の食生活について相談にのる中
で、正しい食についての知識を伝えま
す。

乳幼児と
保護者 健康課

マタニティクラス
妊娠中の栄養についての講義を行い、妊
娠期における食事のポイントなどの知識
を伝えます。

妊婦 健康課

離乳食教室 離乳食の進め方についての講義・試食な
どを行います。（前期・後期別） 保護者 健康課

乳幼児健診事業
各種健診事業の中で食生活についての問
診も行い、発育、発達に応じた乳幼児の
食生活について指導を行います。

乳幼児と
保護者 健康課

④ 肥満や痩身などについての健康指導
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

生活習慣病予防教室 生活習慣病予防のための正しい知識を伝
えます。 該当者 健康課

健康相談 生活習慣病、栄養、歯科、その他心身の
健康についての相談を行います。 市民 健康課

特定保健指導
国保特定健診の結果、動機付・積極的支
援の対象となった人に対し、生活習慣改
善についての目標と行動計画を設定し支
援を行います。

該当者 保険年金課
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⑤ 高齢者の介護予防
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

かむかむ訪問
栄養訪問

歯科衛生士や栄養士が居宅を訪問し
て、お口の機能の維持向上や栄養につ
いて個別指導するサービスを短期間
（３か月間）で集中的に実施します。

65歳以上
介護認定要支援者
事業対象者

（チェックリスト該当）
長寿課

シルバー元気教室
運動を中心に、介護予防に関する健康
体操や体力測定、お口の健康講座、栄
養健康講座など各種教室を行います。

65歳以上 長寿課

⑥ 食文化の継承
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

ワクワク給食プロジェクト

市内飲食店等に参加を呼びかけ、学校
給食の人気メニューや懐かしのメ
ニューを提供します。郷土を懐かしく
思う気持ちを涵養するとともに西尾の
食文化を継承していきます。

市民 観光文化振興課

（4）行動指針
対　象 目　　　標

市民みんな

○家族そろって食事をする
○朝食を必ず食べる
○地域の食文化に関心を持つ
○食環境に関心を持つ
○地元の産品を積極的に消費する

子ども

○朝昼夕３食きちんと食べる
○栄養バランスを考えながら食事をする
○みんなで食事を楽しむ
○地元の食材や伝統食に興味を持つ
○箸を正しく持つ

保護者
○朝昼夕３食かならず食べる、規則正しい食生活を送る
○家族そろって食事をする機会を増やす
○子どもに食に関する知識を伝える
○伝統食づくりを学び、子どもたちと一緒に食べる

行政（市）
○西尾市らしい食育活動の活発化を支援する
○関係各課と連携し施策を進める
○市民の食育の実践を支援する

学　校
幼稚園・保育園

○食育の推進に努力する
○給食を通じて食育を推進する

地　域 ○食育の推進に協力する
○伝統的な食文化や伝統料理を伝える

企　業
○食育の推進に協力する
○地元の産品を活用した加工食品を製造し食育を推進する
○従業員の食育に組織的に取り組む

生産者 ○食育の推進に協力する
○生産物を地元で販売する
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三河地方の郷土料理

●煮みそ

寒い時期に食べられる主に農家を中心と
した家庭料理で、旬の野菜を自家製味噌で
煮込んだ料理です。

●したじ飯

鶏肉や季節の野菜を具にしたまぜごはん
です。由来はごはんに下味をつけることか
らしたじ飯と言われています。

●落花生の煮豆

落花生をニンジン、ごぼう、こんにゃく
等と一緒に煮た料理で、今も食卓にならぶ
家庭料理です。

●箱寿司

木箱に酢飯を入れて、かまぼこや卵、で
んぶ、えび、しいたけ等を彩りよく並べて
作ります。

●いがまんじゅう

粒あんやこしあんを包んだ餅に、ピン
ク、黄色、緑に染めたもち米をちらした郷
土菓子です。桃の節句に「いがまんじゅう」
を食べるのは西三河地域独特の風習です。
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（1）方向性
① 楽しく「食育」を体験しよう！

「食」についてさまざまな体験をすることは、食べ物が動植物の命をもとにしていることを
実感したり、食を支える人々への理解を深めることにつながったりします。調理や農林水産業
体験など、様々な「食」の体験機会を提供します。

② 「食育」イベントに参加しよう！
自分の住んでいるまちでとれる食材を知ることは、地産地消を理解するうえで重要です。特
産品のイベントを定期的に開催し、西尾の抹茶やうなぎなどの食材を積極的に PR すること
で、西尾の食文化を消費者に知ってもらうとともに、食育への関心を高めます。また、西尾市
の地理的条件を活かして、生産者と市民が交流し顔の見える関係づくりの機会を提供すること
で、感謝の気持ちと理解を深める取組みを推進します。

③ 地域をつなぐ「食育の輪」を広げよう！
食育を適切に浸透させていくためには、行政による取組みだけでなく市民の生活に密着した
活動を行っているボランティアや地域の協力が欠かせません。市内の食育ボランティアや団体
が積極的に活動できるように支援をしていきます。また、すべての人が食育を実践できるよ
う、現在活動している地域の団体や企業とのネットワークをつなげるとともに、新たな地域の
団体や企業のネットワークへの参加を募り、更なる食育の輪を広げることですべての人に食育
が行き届くよう体制をつくります。

★食を通じてつながりを深めよう

テーマ❸  みんなで参加しよう 食育の輪
わ
！

（2）重点事業
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

教育ファーム等事業の推進

「教育ファーム」とは、地元の生産者や農協の
指導を受けながら、作物を育てるところから食
べるところまで、一貫した「食」の体験機会を
提供する取組みです。体験を通して自然の恩恵
やそれを育てる生産者の知恵と工夫を学び、
「食」への理解や感謝の心を育てます。

小学生 農水振興課
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（3）関連事業
① 各種料理教室の開催

事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

子育てサークル親子料理教室 乳幼児の保護者への料理教室を行い、食
への正しい理解を促します。

未就園児と
保護者 家庭児童支援課

親子料理教室
親子でつくる料理教室を通じて、食への
関心を高めるとともに、親子のふれあい
の場づくりを支援します。

子ども
保護者 農水振興課

子ども料理教室 小学生向けの料理教室を行います。 小学生
健康づくり
ボランティア
グループ

生涯学習講座の開催 生涯学習事業の中で食育に通じる講座等
を実施します。 市民 生涯学習課

小中学校での食育講座 小中学校において、地元特産物を使った
食育講座を実施します。

小学生
中学生 農水振興課

地産地消料理教室 西尾市で生産された農林水産物を使った
料理教室を行います。 市民 農水振興課

収穫祭（箱寿司作り）稲刈り田植え

食育講座（うなぎ）食育講座（抹茶）
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② 農業体験機会の充実
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

園での野菜づくり
幼稚園・保育園での野菜づくりを通じ
て、食がどのように提供されているのか
を子どもたちが体験して学ぶ機会をつく
ります。

園児 幼稚園
保育園

農作業体験 希望者を募集して農作業体験を行う機会
を提供します。

子ども
保護者 農水振興課

市民農園管理運営事業
市民が野菜や草花等の栽培を通じて自然
とふれあい、収穫体験を味わうことで農
業への親しみや理解を得ることができる
市民農園の有効活用を促します。

市民 農水振興課

西尾いきものふれあいの里行事
里山保全の観点から、自然を活かした農
林業等の人々の暮らしを学び、食に通じ
た講座を行います。

市民 環境保全課

③ 食に関するイベントの充実
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

「西尾の抹茶」に親しむイベン
トの開催

地域ブランドを取得した「西尾の抹茶」
に親しむイベントを行います。 市民 西尾茶協同組合

観光文化振興課

「一色産うなぎ」に親しむイベ
ントの開催

三河一色みなとまつり事業でうなぎつか
みなどのイベントを行います。 市民 観光文化振興課

アイデア料理コンテスト 地元特産物を使ったアイデア料理コンテ
ストを開催し、地産地消を推進します。 市民 農水振興課

抹茶の日イベント アイデアレシピコンテスト
（抹茶ミルクくずもちどら焼き）

三河一色みなとまつり三河一色みなとまつり
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（4）行動指針
対　象 目　　　標

市民みんな
○啓発事業やイベントに積極的に参加する
○西尾市の農林水産業に親しむ
○学んだことを生活に活かし楽しく継続する
○食育に関する地域活動に積極的に参加する

子ども
○楽しみながら体験学習に参加する
○西尾市の農林水産業に親しむ
○学んだことを生活に活かし楽しく継続する

保護者
○体験学習に参加した子どもの話を家庭で聞く
○子どもと一緒に体験学習に参加する
○学んだことを生活に活かし楽しく継続する

行政（市）
○多様な体験学習機会を創出する
○啓発事業やイベント等を充実する
○体験機会やイベント等へ市民参加を促す

学　校
幼稚園・保育園

○子どもたちが農林水産業を体験できる機会をつくる
○楽しく食育を学ぶことができるイベントを実施する
○食育を楽しく継続できるように進める

地　域 ○子どもたちが地域で様々な体験ができるように支援する
○世代間交流の場をつくる

企　業
○消費者とともに食育を進める意見交換会や交流の場に積極的に臨む
○子どもたちが地域で様々な体験ができるように支援する
○食育に関する活動に積極的に参加し、ネットワークの輪を広げる

生産者
○消費者とともに食育を進める意見交換会や交流の場に積極的に臨む
○子どもたちが地域で様々な体験ができるように支援する
○食育に関する活動に積極的に参加し、ネットワークの輪を広げる

④ 食に関するボランティアの育成・充実
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食に関するボランティアの育
成・充実及び協働体制の確立

食を通じた健康づくり活動を目的にボラ
ンティア団体を養成し、市民を対象に活
動を行います。

団体 健康課
農水振興課
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（1）方向性
① 西尾の産品を食べよう！

地産地消を推進するため、即売会等の開催や地元の産品の PR活動等を通じて地域の食文化
や伝統食に関心を持つための機会づくりを進めます。また、西尾産の産品を購入できる場をつ
くり、地産地消を推進できるように努めます。

② 環境にやさしい食生活を送ろう！
身近な食生活における環境への負荷の軽減のため、生産や消費を通じて廃棄される食の現実
を知り「もったいない」という気持ちを育て、食べ残しをしないよう啓発するとともに、「む
だな買い物をしない」「食材を最後まで使い切る」など家庭でできる食品ロス削減を啓発し、
生産者と消費者の環境にやさしい食を推進します。

③ 持続可能な食料供給を考えよう！
食料の生産から消費等に至る食の循環が環境へ与える影響を配慮し、食育関係者を含む市民
一人ひとりが一体となって、食を支える環境の持続に寄与する食育を推進します。

★食を支える環境を持続させよう

テーマ❹  まもろう 食育の環
わ
！

（2）重点事業
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

学校給食を通じた地産地
消の推進

学校給食で地元の食材を食べることを通じて、そ
のおいしさや魅力を知り、地産地消への意識を高
める取組みの充実を図ります。給食の提供体制を
より充実し、安全で、衛生管理の行き届いたもの
とするとともに、地元産品の給食への活用を積極
的に進めます。

小中学生 学校教育課
教育庶務課

抹茶トーストイカフライのレモン煮学校給食
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（3）関連事業
① 地産地消による購買活動の促進

事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

｢道の駅｣ にしお岡ノ山運
営事業

地元産の食材を販売する地域振興施設を運営
します。 市民 観光文化振興課

西尾市農林水産振興展 地元農林水産物の即売会・体験会を開催し、
特産物を市内外へ広く PRします。 市民 農水振興課

② 西尾の農林水産物を用いた料理教室の開催
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

地産地消料理教室
（再掲）

西尾市で生産された農林水産物を使った料理
教室を行います。 市民 農水振興課

③ 食のブランド化の推進
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

地元産農水産物のブランド
化推進

西尾産農水産物のブランド化を推進し、安心
して購入できる機会を提供します。 市民 観光文化振興課

④ 食を通じた環境意識の高揚
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

生ごみ減量化事業
日常生活で排出される生ごみの減量化を進
め、そこから作成される堆肥の作物等への有
効活用を通じて、市民の環境意識を高める取
組みを行います。

市民 ごみ減量課

「道の駅」にしお岡ノ山
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⑤ 給食の食べ残しについての学習
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

食べ残しについての指導 給食時等に、食べ残しについて指導します。 園児
小学生

幼稚園
保育園
学校

⑥ 環境にやさしい農業の推進
事 業 名 事 業 内 容 対象者 担　当

環境保全型農業推進事業

化学肥料、化学合成農薬の影響をできる限り
軽減し、環境保全と生産性向上との調和を図
る環境保全型農業を推進します。また、エコ
ファーマー※１を育成・支援するほか、農業
者がGAP※２（ギャップ：適正農業規範）
手法を導入するよう図ります。

農業者 農水振興課

※１　環境にやさしい農業に取り組む計画を作成して、県知事の認定を受けた農業者
※２　 Good Agricultural Practice の略。農産物の生産において、食品の安全性を確保するため、農業生産の各工程の

実施状況と適正な管理手法を示す手引き

（4）行動指針
対　象 目　　　標

市民みんな

○食の環境に関心を持つ
○食品ロスを削減する
○調理方法を工夫し、捨てる部分を少なくする
○食品に応じ適切な方法での保存を心がける
○エコクッキングを実践する

子ども ○自分に合った量を残さず食べる

保護者
○作りすぎないように注意する
○調理方法を工夫し、捨てる部分を少なくする
○食品に応じ適切な方法での保存を心がける
○エコクッキングを実践する

行政（市）
○環境に関する施策を推進する
○エシカル消費※を啓発する
○地産地消に関する施策を推進する

学　校
幼稚園・保育園

○食に関する感謝の気持ちをはぐくむ
○食べ物を無駄にしない食事の指導・教育を促進する

地　域 ○地元の産品の活用方法を伝える

企　業 ○廃棄リスクを最小限に抑えた生産・製造をする

生産者 ○環境負担の少ない安全・安心な生産をする
○廃棄リスクを最小限に抑えた生産をする

※　 （倫理的消費）消費者それぞれが各自にとっての社会的課題の解決を考慮したり、そうした課題に取り組む事業者を
応援しながら消費活動を行うこと。
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ライフステージごとで課題が異なるため、乳幼児期、少年期、青年期、壮年期、中年期、高齢期
とそれぞれのステージでのテーマを明らかにして、取り組みます。

ライフステージ 行　動　内　容

乳幼児期
（０～５歳頃）

○１日３食、規則正しく食べる
○家族と一緒に、楽しみながら食事をする
○よくかんで食べる
○食後には、歯をみがく習慣を身に付ける
○甘いおやつを食べ過ぎないようにする
○「いただきます」、「ごちそうさま」の食事のあいさつをする
○五感を働かせて、食べ物のおいしさを見つける
○いろいろな食品の味に触れ、食べられるもの、好きなものを増やす
○食事やおやつの時間を決めて、肥満や虫歯を予防する

少年期
（６～15歳頃）

○１日３食、規則正しく食べる
○食後は丁寧に正しく歯をみがく
○食事バランスの大切さを学び、主食・主菜・副菜をそろえた食事をとる
○積極的に食事の用意を手伝う
○家族と一緒に会話を楽しみながら食事をする
○「いただきます」、「ごちそうさま」のあいさつ、望ましい箸の持ち方な
どの食事マナーを身に付ける
○適正体重を知り、食べ過ぎや太り過ぎに注意する
○栽培や収穫の体験を通して、地域の農業・漁業に対する理解を深め、食
べ物の大切さを学ぶ
○食事を残さず食べ、“もったいない”の精神を身に付ける

青年期
（16～24歳頃）

○朝食は毎日きちんと食べる
○１日に１回は、家族揃って食事をするように心がける
○主食・主菜・副菜をそろえた食事をとる
○自分に合った食事と運動についての健康プランを持ち、それを実践し、
適正体重を維持する
○無理なダイエットはやめる
○地域の農業・漁業に対する理解を深める
○“もったいない”の精神で食品ロスの削減に努める

2　ライフステージに対応した行動内容
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ライフステージ 行　動　内　容

壮年期
（25～44歳頃）

○主食・主菜・副菜をそろえた食事をとる
○自分に合った食事と運動についての健康プランを持ち、その実践により
適正体重を維持してメタボリックシンドロームを予防する
○かかりつけ歯科医をもち、定期的に歯のチェックを受けて歯周病を予防
する
○１日に１回は、家族揃って食事をするように心がける
○子どもが毎日朝食を食べるように習慣化させる
○栄養成分表示や品質表示を参考にして食材を選ぶ
○地域で採れた食材や旬の食材を使って、季節感を楽しむ食卓づくりに努
める
○食材は使う量だけ購入し、食べきれる量だけ作る

中年期
（45～64歳頃）

○生活習慣病の予防のために、脂質や塩分の多い食事のとり過ぎに注意す
る
○自分に合った食事と運動についての健康プランを持ち、それを実践し、
適正体重を維持する
○定期的に歯科健診を受ける
○歯周病などで歯を失わないように、自分に合った歯みがきを続ける
○栄養成分表示や品質表示を参考にして食材を選ぶ
○地域で採れた食材や旬の食材を使って、季節感を楽しむ食卓づくりに努
める
○食材は使う量だけ購入し、食べきれる量だけ作る

高齢期
（65歳頃～）

○自分に合った食事と運動についての健康プランを持ち、それを実践する
○適量・適塩の食事を実践する
○よくかんで食べることと丁寧な歯みがきを心がけて自分の歯を保つ
○定期的に歯科健診を受ける
○家族や仲間と一緒に会話を楽しみながら食事をする
○季節や行事にあわせた郷土料理や行事食を次世代へ伝承する



45 第５章　計画の推進と数値目標 第５章　計画の推進と数値目標

第５章　計画の推進と数値目標

各種事業は、西尾市食育推進会議の
他、庁内食育推進関係課が、それぞれ
連携を図りながら西尾市の食育を進め
ていきます。また、全市民が参加・協
力して食育を推進するネットワークの
構築を検討し、多くの市民が参加でき
る体制をつくります。

この計画を円滑に進めるため、中間評価を行い、計画の進捗状況を確認し、必要に応じて取組内
容を修正していきます。

新型コロナウイルス感染症などの感染症防止策を日常生活に取り入れた「新しい生活様式」にお
いて食育を着実に実施していきます。また、より多くの市民が主体的、効果的に食育を実践できる
よう、オンラインなど ICT技術を有効活用していきます。

食育の推進により、SDGs の17の持続可能な目標の全てに貢献ができると考えます。食育を推
進する取組主体が、ネットワーク形成や働きかけ、情報共有などを行い、各課題について連携して
取り組むことで、SDGs 達成へ貢献していきます。

1　計画の推進体制

2　計画の進捗管理

3　新しい生活様式における計画の推進

4　食育の推進による「SDGs」達成への貢献

市民

企業

西尾市食育推進会議 庁内食育関係課

生産者（農林水産業・加工業等）

地域（食育活動団体等）

幼稚園・保育園・学校

子ども・保護者

連携

協働
協働



第５章　計画の推進と数値目標 第５章　計画の推進と数値目標 46

第５章　計画の推進と数値目標

5　数値目標

指　　　標 対　象 現状値
（令和３年度）

目標値
（令和８年度）

食育に関心のある人の割合 18歳以上 60.1％ 90％

「西尾市食育キャラクター」を知っている人の割合
小中学生 69.4％ 80％

18歳以上 11.7％ 40％

「食育プログラム」を知っている人の割合 18歳以上 6.4％ 30％

毎日の食事が楽しいと思う人の割合
小中学生 75.2％ 85％

18歳以上 66.2％ 80％

１日に１回は、だれかと一緒に食事をする人の割合 18歳以上 85.5％ 90％

子ども、孫などと食について話す人の割合 18歳未満の家族と
同居する人 42.5％ 60％ 

家庭で料理や食事のお手伝いをしている子どもの割合 小中学生 81.3％ 85％

ほとんど毎日朝食を食べる人の割合
小中学生 83.6％ 98％ 

20歳代 66.0％ 85％

栄養バランスを考えた食事をする人の割合 18歳以上 31.7％ 50％

食育に関する行動や活動をする人の割合 18歳以上 39.2％ 50％

郷土料理、伝統食を知っている人の割合 18歳以上 34.3％ 50％

農林漁業体験に全学年で取り組む小学校の割合（※１） 小学生 50.0％ 100％

地産地消という言葉を知っている人の割合（※２） 小中学生 37.2％ 70％

西尾産を優先購入している人の割合 18歳以上 44.9％ 60％

学校給食における西尾市産物を利用する割合（※３） 小中学校 9.8％ 30％

日頃から環境に配慮した食材・食品を選んでいる人の
割合 18歳以上 55.5％ 70％

※１　各学校に個別で調査を行います。
※２　地産地消という言葉を知っている人の増加について小学３年生は含みません。
※３　「地場産品活用状況調査」により把握します。西尾市産物の割合は「（産品数）／（食品数）×100％」で求めます。
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参考資料

1　計画策定の経緯

2　パブリックコメントの結果
実施期間　令和４年１月26日（水）～令和４年２月24日（木）
実施方法　西尾市ホームページ・広報誌で意見募集
　　　　　資料閲覧： 市役所（農水振興課、行政情報コーナー）、一色・吉良・幡豆の各支所、

佐久島出張所、各ふれあいセンター（幡豆ふれあいセンターを除く）、幡
豆公民館

意見提出　直接、郵送、FAX、Ｅメール
意見件数　０件

時　期 会議の開催 そ　の　他

令和３年　４月 各課事業計画調査

６月 食育推進会議（第１回）
・事業の進捗について
・アンケート調査票案検討

８月 アンケート調査の実施（一般用）
各課事業実施状況調査

９月 アンケート調査の実施（小中学生用）

10月 食育推進会議（第２回）
・アンケート結果報告
・計画の骨子案について

12月 食育推進会議（第３回）
・第３次西尾市食育推進計画の評価
・計画案検討

令和４年　１月 食育推進会議（第４回）
・計画案検討 パブリックコメントの実施

２月

３月 食育推進会議（第５回）
・計画案検討
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参考資料

3　西尾市食育推進会議規則
 令和２年３月26日規則第23号
　（趣旨）
第 １条　この規則は、西尾市附属機関に関する条例（昭和39年西尾市条例第16号）第３条の規定
に基づき、西尾市食育推進会議（以下「推進会議」という。）について必要な事項を定めるもの
とする。
　（所掌事務）
第 ２条　推進会議は、市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関して調査及び審議をし、その結果を
市長に答申する。
　（１）　食育推進に係る重要事項の審議に関すること。
　（２）　食育推進に係る施策実施の推進に関すること。
　（３）　食育推進の取組の評価に関すること。
　（組織）
第３条　推進会議は、委員20人以内で組織する。
２　委員は、次に掲げる者のうちから市長が任命する。
　（１）　有識者
　（２）　各種団体の代表者等
　（３）　公募による者
　（任期）
第４条　委員の任期は、西尾市食育推進計画の期間とする。
　（会長）
第５条　推進会議に会長を置き、委員の互選により定める。
２　会長は、会務を総理し、会議の議長となる。
３ 　会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長が指名する委員がその職務を
代理する。
　（会議）
第 ６条　推進会議の会議は、会長が招集する。ただし、委員の任命後最初に開かれる会議及び会長
が欠けたときの会議は、市長が招集する。
２　推進会議の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
３　推進会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
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４　推進会議は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、意見を聴取することができる。
　（守秘義務）
第 ７条　委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様
とする。
　（庶務）
第８条　推進会議の庶務は、産業部農水振興課において処理する。
　（委任）
第９条　この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附　則
　　この規則は、令和２年４月１日から施行する。
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4　西尾市食育推進会議委員
令和３年５月現在

区　　分 所　　属 委員氏名

1 有 識 者 愛知みずほ短期大学客員教授 上　原　正　子

2 保 健 関 係 者 西尾保健所代表 角　田　玉　青

3 保 健 関 係 者 西尾保健所管内栄養士会代表 榎　本　泰　典

4 保 健 関 係 者 西尾市食生活改善クラブ代表 菊　地　裕　子

5 保育園・幼稚園関係者 保育園父母の会代表 伊　藤　沙矢香

6 保育園・幼稚園関係者 幼稚園PTA代表 大　山　裕　子

7 小 中 学 校 関 係 者 小中学校PTA代表 波　切　進太郎

8 小 中 学 校 関 係 者 小中学校校長会代表 村　松　千　里

9 農林水産業関係者 西三河農業協同組合代表 太　田　知　宏

10 農林水産業関係者 JA西三河女性部代表 朝　岡　佐知子

11 農林水産業関係者 農村生活アドバイザー協会西尾市代表 鈴　木　ゆかり

12 農林水産業関係者 西三河漁業協同組合代表 華　尾　英　幸

13 農林水産業関係者 一色うなぎ漁業協同組合代表 鈴　木　健　太

14 商 工 観 光 関 係 者 西尾市観光協会食部会代表 都　築　貴　弘

15 公 募 西尾市食育推進会議公募委員 伊　藤　直　子

任期：平成29年５月から令和４年３月
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